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１．はじめに

本論文は、平成２２年１０月１９日に発生した、圏央道笠森トンネル工事における陥没

事故について、事故発生時の初動対応から、原因究明や対策工法検討(委員会にて検討)、

工事再開までの流れを示し、トンネル事故発生時の千葉国道事務所としての対応を報告す

るものである。

２．陥没事故発生から工事再開まで

陥没事故発生から工事再開までの流れを、「陥没事故の初動対応」「学識者による委員

会での検討」「地元対応」に分け、以下に示す。

２．１ 陥没事故の初動対応

平成２２年１０月１８日に千葉県市原市

水沢地先の圏央道笠森トンネル工事におい

て(図２－１)、トンネル本体の掘削作業を

行っていたところ、午前１１時頃から湧水

が発生し、吹きつけ等の応急対策を施すも、

同日の午後７時頃から湧水が５００Ｌ／分

に増加したため、排水処理を開始した。

翌１９日午前１０時頃から湧水が５～８

ｔ／分に急増し、同時に土砂も流出し始め

た。その後午後６時頃、地表部の耕作地に

おいて、陥没を確認し(直径約７ｍ、深さ約

５ｍ)(写真２－２)、掘削面には止水作業(土

嚢・吹きつけ)を施工するが、午後９時頃、

地表面の林地に二つ目の陥没穴を確認した

(直径約５ｍ、深さ約５ｍ)。(写真２－３)

２．１．１ 立ち入り禁止区域の設定

先ずは地表部の安全対策として、１９日

の湧水が急増した午後６時より、地表面の

監視を２４時間体制で開始した。また、陥

図２－１ 工事箇所

写真２－２ 地上陥没箇所(耕作地)
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没直後より、陥没箇所周辺は、保安施設(カ

ラーコーン・カラーバー)にて通行を遮断し

た。

翌２０日午前１１時より、地表陥没箇所

周辺に立ち入り禁止区域を設定した。両穴

とも、陥没の外側半径１０ｍ以内は危険区

域とし、関係者でも安全帯使用とした。半

径３０ｍ以内は、警戒区域とし、一般者の

立ち入りを禁止した。なお、両穴とも後述

する埋戻し着手の１１月７日には半径１３

～１５ｍに拡大していた。(図２－４)

２．１．２ 事務所警戒体制

現地の最新状況を常に把握するとともに、

マスコミや一般者の対応のため、陥没直後

より事務所として警戒体制をとった。具体

的には、現場詰所と、事務所に各１名職員

が２４時間常駐し、現場詰所の職員は、毎

正時の湧水量・陥没状況を確認し、事務所

職員は、定時報告を受けるという体制をと

った。

２．１．３ 借地手続き

早急に応急対策工事に着手するために、陥没穴周辺の工事用作業ヤード及び２９７号か

らの工事用道路確保の借地手続きを、１９日の事故直後から開始した。具体的には、陥没

箇所の地権者と水沢地区会長に、事故直後に連絡をし、翌２０日に現場立会を行い、お詫

びと事故概要の説明を行った。その後、１０月２６日に、第１回地元説明会を開催し、応

急対策工事と、調査計画の了解を得、１０月３０日より、各工事・調査該当箇所の地権者

との個別訪問を行い、１１月３日までに全ての借地の了解を得た。(地権者４名)

２．２ 学識者による委員会での検討

今回の事故は、トンネル掘削部の地上陥没という事例の少ない特異な事象であり、原因

究明や対策立案に関して、専門家の意見や助言が必要と考え、陥没穴の応急対策～トンネ

ル掘削再開工法について、学識者による委員会を設置し、３回に及ぶ委員会で再開工法を

決定した。

２．２．１ 第１回委員会

事故発生３日後の１０月２２日に第１回委員会を開催し、陥没穴の応急対策と、事故の

写真２－３ 地上陥没箇所(林地)

図２－４ 立ち入り禁止区域の設定



原因究明・トンネル掘削再開に向けた調査

計画について、検討結果は下記の通りであ

る。

・陥没穴の応急対策は、セメントベントナ

イトと砂による埋め戻し(図２－５)

・調査計画は、ボーリング調査及び表面派

探査、周辺の地盤高の計測

２．２．２ 第２回委員会

１１月３０日に第２回委員会を開催し、

第１回委員会で決定した調査結果の分析と

陥没原因の究明、及び陥没穴周辺のゆるみ

対策の工法選定について、検討結果は下記

の通りである。

・陥没発生の原因は、降雨により地下水位

が上昇したこと、水みち・流砂を引き起こ

しやすい砂が存在していたこと、陥没穴一

帯は元々盛土地形であり、地山内の緩みが

地表に波及しやすいこと、が複合し発生し

た。

・地盤のゆるみ対策工法は、地上からの薬

液注入工法(シリカ系)とした。(図２－６)

２．２．３ 第３回委員会

１２月２７日に、第３回委員会を開催し、

トンネル掘削再開工法について、検討結果

は下記の通りである。

・トンネル掘削再開に向けた対策工法につ

いては、水抜き坑(先進導坑)からの水抜き

工法とした。

・補助工法(注入式長尺先受工法)は継続し

て施工することとした。（図２－７）

２．３ 地元対応

陥没箇所の下流域側の地元町会(約２０戸)に、事故発生のお詫び～トンネル掘削再開工

法の了解を得るまで、３回の説明会を行った。委員会で決定した各種対策工事については、

全てこの地元説明会で了解を得てから施工している。また、各種対策工事における、井戸

水の水質や水位への影響は、逐一報告を行った。

図２－５ 陥没穴の応急対策

図２－６ 地盤ゆるみ対策の改良範囲

図２－７ 水抜き坑からの水抜き工法
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２．３．１ 地元説明会

１０月２６日に、第１回地元説明会を実施し、事故のお詫びと、陥没穴をセメントベン

トナイトで埋め戻しすることについて了解を得た。

１２月９日に、第２回地元説明会を実施し、陥没原因及び他に陥没危険が無いことの説

明をするとともに、陥没穴付近のゆるみ対策として、シリカ系の薬液注入工法を行うこと

について了解を得た。

平成２３年１月２５日に、第３回地元説明会を実施し、トンネル掘削再開対策工法とし

て、先進導坑による水抜き工を説明し、その影響を受ける地域にある１１箇所の井戸の水

涸れ対策の了解を得た。

３． 総括

陥没事故発生から、トンネル工事再開までに、約４ヶ月を要したが(図３－１)、比較的

短期間で、事故発生から調査・原因究明・工事再開にまで至ったと考える。特に、陥没箇

所が耕作地であるため、３月頭の田起し時期までの現況復旧という、限られた期間の中で、

土壌に影響を与えること無く、農耕着手可能時期を迎えることが出来た。

比較的短期間で解決に至った要因として、事故直後に委員会を開催出来たことが、挙げ

られる。委員会の早急な立ち上げには、委員の選定や、各委員への説明等に苦労はしたが、

委員会を開催することにより、委員会自体の流れや、問題解決に至るまでの流れを掴むこ

とが出来た。また、事務所としては警戒体制をとり、各職員の作業を明確化し、効率的に

各作業を進められたことも、短期解決の要因の一つであったと考える。

４．おわりに

今回の事故は、当初想定し得なかった要因が複合して発生した。解決までの手順として

重要なことは、先の読めない事象の中で、各種調査や応急対策の途中段階においても、そ

の結果や事象を即時に分析し、必要により追加対策を行いつつ、安全で完全な調査や対策

を行うことである。あわせて、調査や対策を行政側で一方的に進めるのでは無く、地域の

関係者に、誠意を持って対応することにより、了解や信頼を得ることが重要であると考え

る。

図３－１ 地表陥没の復旧工程表

図３－１ 地表陥没の復旧工程表


